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共同声明（仮訳） 

 
第 45 回アジア太平洋プライバシー機関フォーラム、於シンガポール 
 
第 45 回アジア太平洋プライバシー機関（APPA）フォーラムが、シンガポール

個人データ保護委員会の主催により、本年７月 21 日及び 22 日に開催された。 
 
APPA メンバー及びオブザーバー（参加者リストは後添）の参加を得て、２日

間のイベントでは、個人データの保護とプライバシーの動向や発展についての

議論が行われた。フォーラムの概要は以下のとおり。 
 
 
≪新メンバー≫ 
 
APPA は、日本の個人情報保護委員会を 19 番目のメンバーとして歓迎した。 
 
 
≪１日目（非公開）≫ 
 
１日目の会議は、APPA メンバーとオブザーバーのみで行われた。メンバー

は、コンプライアンスの促進、法改正、技術の発展とデータ保護及びプライバ

シー、（プライバシー）教育の取組みといったアジア太平洋地域に共通のテー

マごとに各国・地域内の状況について報告した。また、データ侵害（情報漏え

い）及び複数国共同での調査報告についても共有された。 
 
マカオで開催された第 44 回 APPA フォーラム開催直後に APPA ガバナンス委

員会が設置され、カナダ・ブリティッシュコロンビア州の情報・プライバシー

コミッショナー事務所がオーストラリアの情報コミッショナー事務所とともに

事務局に指名された。ガバナンス委員会は、半年間の活動報告を行った。 
 
コミュニケーション作業グループからは、2016 年プライバシー啓発週間の実

施結果について報告があった。本年のテーマは、「プライバシー―あなたの手

の中に」であり、データやプライバシーがそれぞれ個人の管理下にあることを

強調した。本年のプライバシー啓発週間のポスターも（昨年に続き）香港の個

人データプライバシーコミッショナー事務所から提供された。 
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技術作業グループからは、電子的に保存された情報を保護するために合理的な

手段として、データ利用者や管理者に指導するためのメンバー間に共通した安

全管理基準を策定するかに関する調査及び、個人情報の適切な保護措置として

の匿名化に係る最近の法令に関する調査結果について発表があった。 
 
他に、データの共有と保護のバランスをどうとるかや EU 一般データ保護規則

の進捗状況についても議論された。 
 
 
≪２日目（公開及び非公開）≫ 
 
午前中の公開セッションでは、米 EU プライバシーシールド、APEC 越境プラ

イバシールール（CBPR）システム、データポータビリティ、プライバシー法

制の今後、ビッグデータとデジタル社会に即したプライバシー原則の調整につ

いて議論された。 
 
午後の非公開セッションでは、課題の増している（本人）同意についてメンバ

ー間で検討し、今後も共同でさらなる検討を続けることを合意した。その他、

公的分野における情報の共有や教育事業の有効性についても議論された。 
 
 
≪退任・就任されたコミッショナー≫ 
 
APPA はメンバー機関における以下の方のリーダーシップに感謝し、退任、就

任に伴うご多幸をお祈りする。 
 
・エリザベス・デンハム氏は、カナダ・ブリティッシュコロンビア州の情報・

プライバシーコミッショナーを退任され、英国の情報コミッショナーに就任さ

れる。 
 
・リー・ホンスブ氏が、ハキュン・ジョン氏に代わって韓国の個人情報保護委

員会の委員長に就任された。 
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≪次回会合≫ 
 
第 46 回フォーラムが、メキシコの国立情報の透明性、アクセス及び個人デー

タ保護機関の主催により、2016 年 11 月 30 日から 12 月２日に、メキシコのコ

リマ・マンサニージョにおいて開催される予定。 
第 47 回のフォーラムは、オーストラリアの情報コミッショナー事務所の主催

により、2017 年にオーストラリア・シドニーにおいて開催される予定。 
 
 
≪会合に参加した者の所属機関 ≫ 
・シンガポール、個人データ保護委員会（主催者） 
・オーストラリア、情報コミッショナー事務所 
・カナダ・ブリティッシュコロンビア、情報・プライバシーコミッショナー事

務所 
・カナダ、プライバシーコミッショナー事務所 
・香港、個人データプライバシーコミッショナー 
・日本、個人情報保護委員会 
・韓国、インターネット安全振興院 
・韓国、個人情報保護委員会 
・マカオ、個人データ保護事務所 
・メキシコ、国立情報の透明性、アクセス及び個人データ保護機関 
・ニュージーランド、プライバシーコミッショナー事務所 
・オーストラリア・ノーザンテリトリー、情報コミッショナー事務所 
・米国、連邦通信委員会 
・米国、連邦取引委員会 
・オーストラリア・ビクトリア州、プライバシー・データ保護コミッショナー

事務所 
 
以下の機関の者がオブザーバーとして参加した。 
・29 条作業部会／フランス、国立情報自由委員会 
・欧州データ保護監察官 
・モロッコ、国立個人データ保護管理委員会 
・フィリピン、国立プライバシー委員会 
 
 

（以上） 


